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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第104期

第３四半期連結
累計期間

第105期
第３四半期連結
累計期間

第104期
第３四半期連結
会計期間

第105期
第３四半期連結
会計期間

第104期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
４月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高　　　　　　　　（千円） 12,452,17414,805,2604,299,5134,932,44617,314,508

経常利益　　　　　　　（千円） 1,185,6552,189,852465,438 670,8221,988,764

四半期（当期）純利益　（千円） 902,7861,402,397273,015 422,5511,376,414

純資産額　　　　　　　（千円） － － 22,024,09923,564,66822,588,810

総資産額　　　　　　　（千円） － － 28,365,51531,441,77729,950,053

１株当たり純資産額　　　（円） － － 948.39 1,014.90 972.73

１株当たり

四半期（当期）純利益金額（円）
38.87 60.40 11.76 18.20 59.27

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率　　　　　　（％） － － 77.6 74.9 75.4

営業活動による

キャッシュ・フロー　　（千円）
2,267,1961,164,474 － － 3,459,991

投資活動による

キャッシュ・フロー　　（千円）
△372,603 △8,873 － － △426,471

財務活動による

キャッシュ・フロー　　（千円）
△535,523△381,919 － － △503,781

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高　（千円）
－ － 6,357,3148,037,3487,484,364

従業員数　　　　　　　　（人） － － 923 926 927

（注）　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２  売上高には、消費税等は含んでおりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。 
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　なお、理研計器中部サービス㈱、理研計器中国サービス㈱及び理研計器九州サービス㈱の３社は、平成23年１月１

日に合併し、社名を理研計器西日本サービス㈱と変更しております。

 

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 926 (240)

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、嘱託・臨時従業員等（当第３四半期連結会計期間平均人員、８時間換算）及び人材

派遣会社からの派遣社員（当第３四半期連結会計期間平均人員）であります。

 

（２）提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 569 (185)

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、嘱託・臨時従業員等（当第３四半期会計期間平均人員、８時間換算）及び人材派遣

会社からの派遣社員（当第３四半期会計期間平均人員）であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）の事業は、ガス検知警報機器の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一

セグメントであるため、生産、受注及び販売の状況につきましては、機種別の情報を記載しております。

　

（１）生産実績

機種別
当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
   至　平成22年12月31日) 

前年同四半期比（％）

定置型ガス検知警報機器　（千円） 2,196,804 124.0

可搬型ガス検知警報機器　（千円） 847,428 84.5

その他測定機器　　　　　（千円） 339,350 181.0

　　　　　　合計　　　 　（千円） 3,383,583 114.2

（注）　１　金額の表示は、販売価格換算で表示しております。

        ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（２）受注実績

機種別 受注高（千円）
前年同四半期比
（％）

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）

定置型ガス検知警報機器 3,593,991 126.0 1,925,069 137.9

可搬型ガス検知警報機器 1,232,045 92.0 573,431 93.4

その他測定機器 260,738 116.9 209,866 127.6

合計 5,086,774 115.2 2,708,367 124.6

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（３）販売実績

機種別
当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
   至　平成22年12月31日) 

前年同四半期比（％）

定置型ガス検知警報機器　（千円） 3,332,369 119.3

可搬型ガス検知警報機器　（千円） 1,282,862 99.6

その他測定機器　　　　　（千円） 317,214 145.5

　　　　　　合計　 　　　（千円） 4,932,446 114.7

（注）　１　総販売実績に対し販売実績が10％以上に該当する販売先はありません。

　　　　２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

　

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等は行われておりません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

（１) 業績の状況 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジア圏を中心とした輸出の増加や生産の持ち直し等によ

り、企業収益は緩やかに改善されつつあるものの、円高の進行や厳しい雇用情勢・所得環境が続く中で、依然とし

て先行き不透明な状況で推移しました。

当社グループの属する産業防災保安機器業界におきましては、回復基調となった主要顧客の設備投資が続いて

おり、需要が好調に推移しました。

このような環境の下、当第３四半期連結会計期間の連結売上高は４９億３千２百万円（前年同四半期連結会計

期間比１４．７％増）、連結営業利益は６億１千５百万円（前年同四半期連結会計期間比５４．２％増）、連結

経常利益は６億７千万円（前年同四半期連結会計期間比４４．１％増）、連結四半期純利益は４億２千２百万円

（前年同四半期連結会計期間比５４．８％増）となりました。

 

（２) 財政状態の分析

  当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比較して１４億９千１百万円増加

し、３１４億４千１百万円（前連結会計年度末比５．０％増）となりました。流動資産につきましては、前連結会

計年度末と比較して１５億７千１百万円増加し、２０６億７千７百万円となりました。これは主に、売上債権が５

億５千３百万円増加したこと及びたな卸資産が７億７千１百万円増加したことによるものであります。固定資産

につきましては、前連結会計年度末と比較して７千９百万円減少し、１０７億６千４百万円となりました。これは

主に、有形固定資産が１億７千７百万円減少した一方、投資有価証券が８千２百万円増加したことによるもので

あります。

  当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末と比較して５億１千５百万円増加し、

７８億７千７百万円（前連結会計年度末比７．０％増）となりました。流動負債につきましては、前連結会計年

度末と比較して１０億３千３百万円増加し、５８億５千万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が７

億１千２百万円増加したこと、短期借入金が３億７千９百万円増加したこと及び未払法人税等が１億８千万円増

加したことによるものであります。固定負債につきましては、前連結会計年度末と比較して５億１千７百万円減

少し、２０億２千６百万円となりました。これは主に、長期借入金が３億円減少したこと、退職給付引当金が１億

１千３百万円減少したことによるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して９億７千５百万円増加し、

２３５億６千４百万円（前連結会計年度末比４．３％増）となりました。これは主に、当第３四半期連結累計期

間の純利益１４億２百万円の計上と配当金３億９千５百万円の支払いによるものであります。

 

（３) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）につきましては、前年同四

半期連結会計期間末と比較して１６億８千万円増加し、８０億３千７百万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は、前年同四半期連結会計期間と比較して１億８千３百万円減少し、９千３百

万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益６億６千９百万円を計上、減価償却費を１億５千８

百万円計上した一方、売上債権が１億７千１百万円増加したこと、たな卸資産が２億７千５百万円増加したこ

と及び法人税等の支払額が２億５千３百万円であったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結会計期間と比較して９千７百万円減少し、９千５百万円

となりました。これは主に、定期預金の払戻による４千８百万円の収入の一方、定期預金の預入による６千９百

万円の支出、有形固定資産の取得による４千７百万円の支出及び無形固定資産の取得による２千５百万円の支

出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結会計期間と比較して２百万円増加し、２千７百万円とな

りました。これは主に、運転資金である短期借入金が３億円増加した一方、長期借入金の返済による１億６百万

円の支出及び配当金の支払額が１億９千７百万円であったことによるものであります。
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（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念や当社企業価値の様々な源泉、当

社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、

向上させる者でなければならないと考えております。

一方、当社の株式は東京証券取引所市場第一部において取引されている上場株式であることから、当社の株

主は、一般に市場での自由な取引を通じて決まるものであるとともに、会社の方針の決定を支配する者も株主

の皆様の意思に基づき決定されるべきものと考えており、また、当社の支配権の移転を伴う買収行為がなされ

た場合にこれに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えて

おります。 

しかしながら、近時、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらす

おそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強制するおそれのあるもの、取締役会や株主が買収提案の内容

等について検討し、あるいは取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供するこ

とのないもの、買収の条件等がその対象となった会社の本源的価値に鑑み著しく不十分または不適当であるも

の、買収の対象とされた会社の企業価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意

図のあるもの等買収の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありま

せん。

このような買収を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切と考えて

おります。

②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社では、当社の企業価値ひいては株主共同利益の向上のために、次のような取り組みを実施しております。

（ⅰ）中長期的な企業価値・株主共同利益向上への取り組み 

当社は、“人々が安心して働ける環境づくり”を経営理念として掲げ、各種爆発事故防止をはじめとし、排

気ガス規制、ＣＯ２測定など環境保全ニーズにも幅広く対応したガスセンサー技術のパイオニアとして社会

に貢献するとともに、「安全」を供給する企業としての責務を果たすべく、機器の販売のみならず、販売後の

保守・点検及びガスを検知するセンサーの交換など定期的なメンテナンスにも積極的に取り組んでまいり

ました。その結果、現在、当社の主力製品である産業用ガス検知警報機器は、半導体・液晶、石油化学、建設、電

力・ガス、鉄鋼、造船等の幅広い業種にてご利用いただいております。

また当社では、経営方針として、

ａ．技術の開発と経営の合理性から適正な利益を追求し、持続的な発展を目指す

ｂ．お客様には、高品質の製品と充実したサービスを提供し、安全な環境づくりに貢献する

ｃ．株主には、長期的視点に立った企業価値の向上をもって報いる

ｄ．取引先には、安定した取引を目指し共存共栄を図る

ｅ．従業員には、生活の安定と労働環境の向上をもって報いる

を掲げ、国内のトップメーカーから世界のトップメーカーへの飛躍を目標として日々邁進しております。こ

の目標を達成するため、（ア）競争力（価格・技術・品質）の強化、（イ）販売サービス体制の拡充という

２つの観点から次の具体的施策を推進しております。

まず、（ア）競争力強化の具体策としては、自社独自の技術による新製品の開発により「多機能化・小型

化」、「操作性・メンテナンス性の向上」、「高信頼性」を実現する製品差別化戦略を推進しており、これに

より、価格・技術・品質面での競争力のさらなる強化を目指しております。

次に、（イ）販売サービス体制の拡充については、全国各地に営業所及びサービス会社を配置し、運用面で

の技術指導から保守点検に至るまでの万全なサービスネットの構築を推進しており、ユーザーニーズをすば

やくキャッチアップする体制のさらなる強化を目指しております。
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（ⅱ）コーポレート・ガバナンスの強化による企業価値・株主共同利益向上への取り組み

当社では、適切な企業集団の形成を図るため、次のとおりコーポレート・ガバナンス体制をとっておりま

す。

ａ．当社の取締役会は、７名の取締役からなり、迅速かつ適切な意思決定を行うため、定期的に取締役会を開催

する他、全取締役、執行役員及び各部門長で構成する経営企画会議を毎週開催し、経営・研究開発・生産・

販売・品質管理・情報管理を中心とした業務全般に亘る意思決定と業務執行の迅速な対応を図っており

ます。

ｂ．執行役員制度を導入し、経営組織の効率化と責任の明確化を図っております。

ｃ．当社は監査役制度を採用しております。監査役会は監査役５名で構成されており、内３名は社外監査役で

あります。監査役は取締役会、経営企画会議その他重要な会議への出席並びに重要文書の閲覧等厳正な監

査を実施して、取締役の意思決定の過程及び取締役の職務執行状況についても常に監視する体制となって

おります。

以上当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、企業価値ひいては

株主共同の利益を向上させることに役員・社員一丸となって取り組んでおり、これらの取り組みは、会社の

支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。

③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止する取り組み

当社は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取り組みとして、平成21年６月26日に開催された当社定時株主総会において株

主の皆様にご承認を賜り、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」を導入しております。

その概要は以下のとおりです。

（ⅰ）本プラン導入の目的

本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取り組みとして導入するものです。

（ⅱ）本プランの対象となる当社株式の買付

本プランの対象となる大規模買付とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とす

る当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の

買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。

（ⅲ）特別委員会の設置

本プランを適正に運用し、当社決定の合理性・公正性を担保するため、特別委員会規程を定めるとともに、

特別委員会を設置しております。特別委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、

当社の業務執行から独立している社外監査役または社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任しま

す。

（ⅳ）大規模買付ルールの概要

当社が設定する大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が当社取締役会に対して、必要かつ十分な情

報を提供し、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というもので

す。

ａ．大規模買付者による当社に対する意向表明書・必要情報の提出

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為の提案

に先立ち、大規模買付の内容等を記載した意向表明書を、当社の定める書式により当社取締役会に提出し

ていただき、当社取締役会は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大規模買付者に対して、大規

模買付行為に関する情報（以下「必要情報」といいます。）として当社取締役会への提出を求める事項に

ついて記載した書面（以下「必要情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買付者には、必要情報リス

トに従い、必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。

ｂ．当社取締役会による必要情報の評価・検討等

当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提供を完了した後、対価を現金（円

貨）のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日間またはその他の大規模買付行為の

場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取

締役会評価期間」といいます。）として設定し、提供された必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会

としての意見を慎重にとりまとめ開示いたします。

ｃ．取締役会の決議及び株主総会の開催

当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動または不発動等に関する会社

法上の機関としての決議を行うものとします。また、当社取締役会は、特別委員会が対抗措置の発動につい

て勧告を行い、特別委員会が発動の決議について株主総会の開催を要請する場合は、当社株主総会を開催

することとします。
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（ⅴ）大規模買付行為がなされた場合の対応

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対

であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆

様を説得するに留め、原則として対抗措置はとりません。

ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても当該大規模買付行為が会

社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役

会が判断した場合には、例外的に、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、また、必要に応じて株主総会を

開催し株主の皆様の承認を得た上で、対抗措置の発動を決定することができるものとします。

（ⅵ）本プランの適用開始、有効期限および廃止

本プランの有効期間は平成24年６月に開催される当社定時株主総会終結の時までの３年間とし、以降、本

プランの継続（一部修正した上での継続を含みます。）については当社定時株主総会において承認可決を得

ることとします。

ただし、本プランは、本定時株主総会において承認可決され発効した後であっても、ａ．当社株主総会にお

いて本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、ｂ．当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。

④　本プランの合理性について（本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共　

同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて）

当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本プランが上記、会社の支配に関す

る基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の

維持を目的とするものとはならないと考えております。

（ⅰ）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保また

は向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、

事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しています。また経済産業省に設置された

企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り

方」の内容も踏まえたものとなっております。

（ⅱ）株主共同の利益を損なうものではないこと

本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断

し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のため

に買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保

し、向上させるという目的をもって導入されるものです。本プランの導入は、平成21年６月開催の当社第103

回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいており、株主の皆様のご意思によっては本プランの

廃止も可能であることから、本プランが株主共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。

（ⅲ）株主意思を反映するものであること

本プランは、平成21年６月開催の当社第103回定時株主総会における株主の皆様のご承認をもって発効し

ており、その導入について株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。また、導入後は本プラン

の有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プ

ランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。

（ⅳ）独立性の高い社外者の判断の重視

本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行から独立している委員で構成される特別委員会へ諮

問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資す

るよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されております。

（ⅴ）デッドハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止すること

が可能です。したがって、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させて

もなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をして

おりません。

 

（５）研究開発活動

当第３四半期連結会計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は２億４千９百万円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　　　

（２）設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 94,000,000

計 94,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 23,661,000 23,661,000
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 23,661,000 23,661,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総
数増減数　　　　
　　　　　　 
   （株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年10月１日～

平成22年12月31日
－　 23,661,000 － 2,565,500 － 2,545,508

 

（６）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がないため、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお　

りません。

 

（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、　

　記載することができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による記載をして

お　　ります。

 

①【発行済株式】

 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   403,500 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式   23,239,700 232,397単元株式数100株

単元未満株式 普通株式   17,800 － －

発行済株式総数 23,661,000 － －
総株主の議決権 － 232,397 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、100株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成22年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

理研計器株式会社
東京都板橋区小豆沢

二丁目７番６号
403,500 － 403,500 1.71

計 － 403,500 － 403,500 1.71
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 659 650 608 628 590 599 566 620 708

最低（円） 620 560 555 566 540 550 500 470 587

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

該当事項はありません。

 

（２）退任役員

該当事項はありません。

 

（３）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

専務取締役
営業本部長兼ＭＲＤ室

長
専務取締役 営業本部長 有坂　靱男　　 平成23年1月21日

取締役

営業本部副本部長兼営

業企画部長兼中部営業

部長

取締役
営業本部副本部長

兼営業企画部長
松村　晃司　 平成23年1月21日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期

間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期

連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１

日から平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る

四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第

３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について有限

責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,781,193 7,464,309

受取手形及び売掛金 7,934,712 7,381,622

有価証券 600,592 600,263

商品及び製品 1,694,230 1,291,472

仕掛品 1,317,885 1,069,355

原材料及び貯蔵品 676,330 556,505

その他 685,301 750,669

貸倒引当金 △12,474 △7,957

流動資産合計 20,677,771 19,106,240

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 2,242,347

※1
 2,355,167

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 154,870

※1
 191,114

土地 4,119,655 4,120,820

建設仮勘定 138,786 139,803

その他（純額） ※1
 472,455

※1
 498,342

有形固定資産合計 7,128,115 7,305,248

無形固定資産 540,762 488,104

投資その他の資産

投資有価証券 2,394,502 2,312,119

その他 751,525 785,535

貸倒引当金 △50,898 △47,194

投資その他の資産合計 3,095,128 3,050,459

固定資産合計 10,764,006 10,843,813

資産合計 31,441,777 29,950,053
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,660,684 1,948,592

短期借入金 1,354,120 974,325

未払法人税等 437,018 256,370

賞与引当金 303,353 375,535

製品保証引当金 96,046 96,046

受注損失引当金 22,694 20,655

その他 976,995 1,145,677

流動負債合計 5,850,912 4,817,201

固定負債

社債 400,000 400,000

長期借入金 645,055 945,145

退職給付引当金 154,908 268,885

負ののれん 34,936 46,582

その他 791,296 883,427

固定負債合計 2,026,196 2,544,041

負債合計 7,877,109 7,361,242

純資産の部

株主資本

資本金 2,565,500 2,565,500

資本剰余金 2,826,219 2,826,219

利益剰余金 18,129,139 17,122,121

自己株式 △255,859 △254,208

株主資本合計 23,264,999 22,259,632

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 448,666 436,584

為替換算調整勘定 △148,997 △107,406

評価・換算差額等合計 299,668 329,178

純資産合計 23,564,668 22,588,810

負債純資産合計 31,441,777 29,950,053
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（２）【四半期連結損益計算書】
　【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 12,452,174 14,805,260

売上原価 7,555,064 8,599,946

売上総利益 4,897,109 6,205,314

販売費及び一般管理費 ※1
 3,861,793

※1
 4,070,265

営業利益 1,035,316 2,135,048

営業外収益

受取利息 6,560 5,354

受取配当金 30,848 40,267

負ののれん償却額 11,645 11,645

持分法による投資利益 42,191 91,714

受取保険金及び配当金 102,195 24,975

雑収入 53,118 38,251

営業外収益合計 246,560 212,210

営業外費用

支払利息 40,267 37,340

為替差損 41,282 115,288

雑損失 14,670 4,777

営業外費用合計 96,220 157,406

経常利益 1,185,655 2,189,852

特別利益

固定資産売却益 293,476 71

役員退職慰労引当金戻入額 2,500 －

貸倒引当金戻入額 327 －

特別利益合計 296,304 71

特別損失

固定資産売却損 － 105

固定資産除却損 2,587 3,218

貸倒引当金繰入額 300 1,750

投資有価証券評価損 － 10,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,468

特別損失合計 2,887 16,542

税金等調整前四半期純利益 1,479,072 2,173,381

法人税、住民税及び事業税 333,155 670,560

法人税等調整額 243,130 100,423

法人税等合計 576,285 770,983

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,402,397

四半期純利益 902,786 1,402,397
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 4,299,513 4,932,446

売上原価 2,610,909 2,945,239

売上総利益 1,688,603 1,987,206

販売費及び一般管理費 ※1
 1,289,518

※1
 1,371,633

営業利益 399,085 615,572

営業外収益

受取利息 2,224 1,662

受取配当金 11,954 17,886

負ののれん償却額 3,881 3,881

為替差益 31,681 －

持分法による投資利益 15,969 41,481

受取保険金及び配当金 5,701 11,219

雑収入 6,656 1,744

営業外収益合計 78,071 77,875

営業外費用

支払利息 11,440 11,280

為替差損 － 11,420

雑損失 277 △74

営業外費用合計 11,718 22,626

経常利益 465,438 670,822

特別利益

貸倒引当金戻入額 274 －

特別利益合計 274 －

特別損失

固定資産除却損 876 690

投資有価証券評価損 － 0

貸倒引当金繰入額 600 300

特別損失合計 1,476 990

税金等調整前四半期純利益 464,235 669,832

法人税、住民税及び事業税 73,912 78,404

法人税等調整額 117,307 168,875

法人税等合計 191,219 247,280

少数株主損益調整前四半期純利益 － 422,551

四半期純利益 273,015 422,551
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,479,072 2,173,381

減価償却費 447,455 446,549

負ののれん償却額 △11,645 △11,645

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,155 8,291

賞与引当金の増減額（△は減少） △119,049 △72,181

製品保証引当金の増減額（△は減少） △49,658 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61,022 △113,977

受注損失引当金の増減額（△は減少） 6,197 2,039

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △328,228 －

受取利息及び受取配当金 △37,409 △45,622

受取保険金 △102,195 △24,975

支払利息 40,267 37,340

為替差損益（△は益） 69,173 219,131

持分法による投資損益（△は益） △42,191 △91,714

固定資産売却損益（△は益） △293,476 33

固定資産除却損 2,587 3,218

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,000

売上債権の増減額（△は増加） 1,480,291 △562,099

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,064,656 △772,173

仕入債務の増減額（△は減少） △564,536 715,642

未払消費税等の増減額（△は減少） △36,390 △14,979

その他 △191,333 △341,716

小計 2,764,722 1,564,542

利息及び配当金の受取額 37,400 45,608

利息の支払額 △41,196 △38,397

保険金の受取額 205,235 51,181

法人税等の支払額 △698,965 △458,460

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,267,196 1,164,474
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △489,624 △226,975

定期預金の払戻による収入 249,257 462,746

有形固定資産の取得による支出 △268,222 △136,459

有形固定資産の売却による収入 455,459 1,572

無形固定資産の取得による支出 △301,543 △106,443

投資有価証券の取得による支出 △3,500 △3,783

貸付金の回収による収入 570 470

子会社株式の取得による支出 △15,000 －

関係会社株式の売却による収入 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △372,603 △8,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 300,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △317,140 △320,295

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △52,081 △65,775

自己株式の純増減額（△は増加） △423 △518

配当金の支払額 △465,878 △395,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △535,523 △381,919

現金及び現金同等物に係る換算差額 △67,237 △235,697

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,291,831 537,984

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 15,000

現金及び現金同等物の期首残高 5,065,482 7,484,364

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 6,357,314

※1
 8,037,348
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項の変更 （１）連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間より、理研計器商貿（上海）有限公司は重要性

が増したため、連結の範囲に含めております。

 （２）変更後の連結子会社の数

８社

２　会計処理基準に関する事項の変更 （１）資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を

適用しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響額は軽微であります。

（２）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に

関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計

基準第16号　平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計

処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）

を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

これにより、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響額は

ありません。

 

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間

（自　平成22年４月１日

至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

当第３四半期連結会計期間

（自　平成22年10月１日

至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

固定資産の減価償却費の算定方法

　

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定しております。

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延

税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項

目を重要なものに限定する方法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経

営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるた

め、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法を用いて算定しております。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は7,019,165千円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は6,770,747千円であ

ります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

支払手数料 290,190千円

広告宣伝費 65,295千円

給料及び手当 1,272,131千円

賞与引当金繰入額 58,724千円

退職給付費用 62,398千円

研究開発費 704,205千円

減価償却費 61,833千円

支払手数料 336,317千円

広告宣伝費 59,330千円

給料及び手当 1,371,686千円

賞与引当金繰入額 68,807千円

退職給付費用 56,123千円

研究開発費 713,090千円

減価償却費 55,951千円

 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

支払手数料 96,164千円

広告宣伝費 32,924千円

給料及び手当 390,717千円

賞与引当金繰入額 58,724千円

退職給付費用 20,915千円

研究開発費 234,176千円

減価償却費 21,822千円

支払手数料 124,009千円

広告宣伝費 26,221千円

給料及び手当 398,389千円

賞与引当金繰入額 68,807千円

退職給付費用 21,441千円

研究開発費 249,729千円

減価償却費 19,583千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

　　　借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

　　　借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在） （平成22年12月31日現在）

現金及び預金勘定 6,665,881千円

有価証券勘定　 300,208千円　

預入期間が６か月を超える

定期預金
△608,775千円

現金及び現金同等物 6,357,314千円

現金及び預金勘定 7,781,193千円

有価証券勘定　 600,592千円　

預入期間が６か月を超える

定期預金
△344,437千円

現金及び現金同等物 8,037,348千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　

至　平成22年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,661千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　442千株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

（１）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 197,691 8.5平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金

平成22年11月12日

取締役会
普通株式 197,688 8.5平成22年９月30日平成22年12月6日利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

当社グループは、各種産業用測定機器の製造、販売を主事業としている専門メーカーでありますが、１セグメ

ントの売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合

がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 401,482 142,266 86,443 25,109 655,301

Ⅱ　連結売上高（千円）     4,299,513

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
9.3 3.3 2.0 0.6 15.2

  

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 992,371 469,089 261,353 70,1391,792,953

Ⅱ　連結売上高（千円）     12,452,174

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
8.0 3.8 2.1 0.5 14.4

　（注）１　海外売上高は、当社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

２　国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域

（１）国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

（２）各区分に属する主な国または地域

①　アジア…………中国・韓国・シンガポール・台湾

②　北米……………アメリカ

③　欧州……………ノルウェイ・イギリス

④　その他の地域…ブラジル・オーストラリア

　

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）　

　当社グループの事業は、ガス検知警報機器の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。

　

（追加情報）　

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号　平成20年３月21日）を適用しております。
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（金融商品関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められな

いため、記載しておりません。

　

（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められ

ないため、記載しておりません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められな

いため、記載しておりません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 1,014.90円 １株当たり純資産額 972.73円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 38.87円 １株当たり四半期純利益金額 60.40円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

四半期純利益　　　　　　　　　　　　（千円） 902,786 1,402,397

普通株主に帰属しない金額　　　　　　（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益　　　　　（千円） 902,786 1,402,397

期中平均株式数　　　　　　　　　　　（千株） 23,223 23,219

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －

 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 11.76円 １株当たり四半期純利益金額 18.20円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

四半期純利益　　　　　　　　　　　　（千円） 273,015 422,551

普通株主に帰属しない金額　　　　　　（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益　　　　　（千円） 273,015 422,551

期中平均株式数　　　　　　　　　　　（千株） 23,223 23,219

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －

　

（リース取引関係）

前連結会計年度末に比して著しい変動が認められないため、注記を省略しております。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

平成22年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）　中間配当による配当金の総額………………………197,688千円

（ロ）　１株当たりの金額……………………………………８円50銭

（ハ）　支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成22年12月６日

（注）　平成22年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

　

　

平成２２年２月５日

　

理研計器株式会社 　 　

取締役会 御中 　

　 　 　 　

　

　

　 有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　 　 指定有限責任社員
　　　　
業務執行社員

　 公認会計士 中　井　新太郎 印

　 　 指定有限責任社員
　　　　
業務執行社員

　 公認会計士 中原　健 印

　 　 　 　 　 　 　 　

　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている理研計器株式会社

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成

21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、理研計器株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間

のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

　

　

平成２３年２月９日

　

理研計器株式会社 　 　

取締役会 御中 　

　 　 　 　

　

　

　 有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　 　 指定有限責任社員
　　　　
業務執行社員

　 公認会計士 中　井　新太郎 印

　 　 指定有限責任社員
　　　　
業務執行社員

　 公認会計士 中原　健 印

　 　 　 　 　 　 　 　

　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている理研計器株式会社

の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成

22年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、理研計器株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間

のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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